
















Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

※内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。

当社取締役会は、銀行持株会社として、当社及び子会社等からなる企業集団（以下、「当社グループ」という）の経営管理を担う責任を十分に認
識し、取締役会の「内部統制基本方針」に関する決議に基づいて、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他当社の業務の適正を確保するため必要な体制」を以下のとおり整備しています。

（１）コンプライアンス（法令等遵守）体制の整備について
ア．当社グループのコンプライアンスに関する基本方針について定める。
イ．コンプライアンスに関する重要事項については、取締役会で決議・報告を行う。
ウ．本部にコンプライアンスに関する統括部署を置き、また、各部の責任者・担当者を定める。
エ．毎年度、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画（コンプライアンス・プログラム）を策定するとともに、直接出資子会社等の計

画策定を指導する。あわせてその進捗・達成状況を把握・評価する。
オ．役員および社員のための手引書（コンプライアンス・マニュアル）を定め、コンプライアンスに関する教育・研修を継続的に実施する。
カ．役員および社員に対し当社業務運営に係る法令違反行為等について報告する義務を課するとともに、役員および社員等が社内・社外の窓口

に直接通報できるコンプライアンス・ホットライン制度を設置する。
キ．反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密

な提携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対に行わない。

（２）リスク管理体制の整備について
ア．当社グループのリスク管理に関する基本方針について定める。
イ．リスク管理に関する重要事項については、取締役会で決議・報告を行う。
ウ．本部にリスク管理に関する統括部署を置き、リスクカテゴリー毎にリスク管理部署を置く。
エ．当社グループのリスク管理に係る計画を策定するとともに、直接出資子会社等の計画策定を指導する。あわせてその進捗状況・

 達成状況を把握・評価する。
オ．役員および社員に対しリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。

（３）業務執行体制の整備について
ア．主要な取締役会決議・報告事項については、社長を議長とし関係役員が参加する経営会議において、予備討議を行う。
イ．業務の円滑かつ適切な運営を図るべく、当社組織の機構・分掌及び役員および社員の職制・権限に関する基本的事項を取締役会が定める。
ウ．社内規定は関連する法令等に準拠して制定するとともに、当該法令等の改廃があったときは、すみやかに所要の改廃を行う。

（４）経営の透明性確保について
ア．会計処理の適正性及び財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備するとともに、その有効性を評価する。
イ．経営関連情報を適切に管理し、適時、正確かつ公平に開示する。

（５）当社グループ管理体制の整備について
ア．当社グループ全体のコンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備する。
イ．当社グループにおける重要度の高いグループ内取引等は、当社がグループの戦略目標との整合性、リスク管理面、コンプライアンス面等の

観点から検証を行う。
ウ．子会社等の業務の規模・特性に応じ、子会社等の業務運営を適正に管理する。

（６）情報の保存・管理体制の整備について
ア．株主総会、取締役会及び経営会議について、議事の経過及び要領等を記録する議事録を作成し、関連資料とともに保存する。
イ．情報管理に関する組織体制や重要度に応じた管理区分など、情報の保存及び管理に関する基本的事項を、取締役会が定める。

（７）内部監査体制の整備について
ア．業務執行部門から独立し十分な牽制機能が働く内部監査部門を設置する。
イ．当社グループの内部監査態勢整備方針及び内部監査計画を策定のうえ、内部監査部門が各業務執行部門及び必要に応じて子会社等に対

して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言等を行う。
ウ．内部監査の結果等及び内部監査計画の進捗状況・達成状況を適時適切に取締役会に報告する。

（８）監査役監査に関する体制の整備について
ア．監査役の職務を補助すべき使用人

 監査役の求めに応じて、監査役の職務の執行を補助するため監査役室を設置し、室長1名を含む相当数の使用人を配置する。
イ．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性

 監査役室の使用人は取締役の指揮命令を受けないものとし、その人事及び処遇関係については監査役と事前に協議する。
ウ．取締役、執行役員及び使用人から監査役への報告体制

 取締役、執行役員及び使用人は以下の事項について監査役に報告する。
 （ア）会社に著しい損害を与えるおそれのある事実、法令又は定款に違反する重大な事実
 （イ）コンプライアンス・ホットライン制度による通報状況
 （ウ）内部監査の実施状況及びその結果
 （エ）業務執行の状況その他監査役が報告を求める事項

エ．その他監査役監査の実効性確保のための体制
 （ア）取締役、執行役員及び使用人は、監査役の監査活動に誠実に協力する。
 （イ）監査役は、取締役会、経営会議のほか、監査役が必要と認める会議に出席することができる。
 （ウ）代表取締役は、定期的に及び監査役の求めに応じ、監査役と意見交換を行う。
 （エ）内部監査部門は、定期的に及び監査役の求めに応じ、監査役と意見交換を行う。
 （オ）監査役は、必要があると認めるときは、内部監査部門による追加監査の実施その他必要な措置を求めることができる。
 （カ）取締役は、監査役と会計監査人との連係強化のための体制を構築する。
 （キ）取締役は、監査役の求めに応じ子会社等に当社監査役と兼職する監査役を配置するなど、監査役による当社グループ全体の監査の実

効性確保のための体制を整備する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

※反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を記載してください。

（１）基本的な考え方
内部統制基本方針において、「反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。不当要求等の介入に対しては、警

察等の外部専門機関との緊密な提携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対に行わない。」旨、定めてお



り、また、当社グループの役員および社員が遵守すべき「行動規範（バリュー）」において、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢
力に対して、毅然とした姿勢を貫いていく」旨、定めております。

（２）整備状況
反社会的勢力への対応に係る統括部署、外部専門機関との連携部署等を設置するとともに、不当要求防止責任者を設置しております。また、

コンプライアンス・マニュアル等を整備し反社会的勢力への対応について役職員への周知・研修等を実施するとともに、反社会的勢力に関する
情報については統括部署が一元管理し反社会的勢力との取引排除に活用する等、反社会的勢力との取引排除に向けた各種体制を整備してお
ります。

当社グループ各社においても、反社会的勢力との対応について、当社と連携して各種体制を整備しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――

買収防衛策の導入の有無 なし



ガバナンス体制図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※三井住友信託銀行以外の直接出資子会社については、三井住友信託銀行に設置した業務所管部が業務遂行全般に主体的に関与し、指導・管理・監督する。
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<三井住友トラスト・ホールディングスの適時開示体制の概要>

　当グループは、企業情報の適正かつ公正な開示により、経営の透明性を確保していくことを全役職員の遵守基準に掲げ、「情報開示規程」、
「情報開示規則」を定め、会社法、銀行法、金融商品取引法等の関連法令および諸規則などに則った開示を行うための内部統制態勢を整備
しています。この基本的な考え方に基づき、情報開示のあり方を社内外に周知し適切な運営を図っていくために「ディスクロージャーポリシー」
を制定し、会社情報の適切な開示により、企業経営の透明性確保に努めています。

　当グループでは、経営関連情報を適時、正確かつ公平に開示するため、情報開示委員会を設置し、経営関連情報およびそれに該当する

三井住友トラスト・ホールディングス

・

 情報開示委員会
 (情報開示の適切性等の協議機関)  事務局 ・

 経営管理各部

三　　井　　住　　友　　信　　託　　銀　　行

　　連 携

　　　　　 三　井　住　友　　ト　ラ　ス　ト　・　グ　ル　ー　プ　各　社

1. 　基本的な取り組み方針

2. 　取り組みの概要

可能性のある情報に関する開示の要否および開示の妥当性、情報開示に係る体制整備・運用の適切性について検討しています。

　　　　　適時開示

経営関連情報およびそれに該当する可能性のある
情報に関する開示の要否および開示内容のおよび
開示内容の妥当性

情報開示に係る体制整備・運用の適切性
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